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2
月
は
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
月
間

で
す

　

地
球
温
暖
化
に
ス
ト
ッ
プ
を
か

け
る
た
め
に
は
、
一
人
ひ
と
り
が

問
題
意
識
を
持
ち
、
暖
房
が
過
度

に
な
ら
な
い
よ
う
に
気
を
つ
け
る

な
ど
、
毎
日
の
暮
ら
し
の
中
で
省

エ
ネ
ル
ギ
ー
を
実
践
す
る
こ
と
が

大
切
で
す
。
一
人
で
は
効
果
が
少

な
い
よ
う
に
思
え
ま
す
が
、
多
く

の
人
が
省
エ
ネ
を
実
行
す
れ
ば
、

大
き
な
成
果
が
得
ら
れ
ま
す
。

　

特
に
、
近
年
の
世
界
情
勢
な
ど

の
影
響
で
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
事
情
は

予
断
を
許
さ
な
い
状
況
に
あ
り
ま

す
。
家
庭
や
学
校
、
職
場
に
お
い

て
無
理
の
な
い
範
囲
で
、
節
電
・

省
エ
ネ
ル
ギ
ー
へ
の
ご
協
力
を
お

願
い
し
ま
す
。

問  

市
環
境
衛
生
課

　

  

☎
31
・
0
2
0
1

お
知
ら
せ

墓
地
に
関
す
る
手
続
き

　

市
内
で
新
た
に
墓
地
を
つ
く
る

と
き
や
、
既
存
の
墓
地
を
改
葬

（
墓
地
移
転
）・
廃
止
（
墓
じ
ま
い
）

す
る
と
き
に
は
「
墓
地
、
埋
葬
等

に
関
す
る
法
律
」
に
基
づ
き
、
市

の
許
可
を
受
け
る
必
要
が
あ
り
ま

す
。
必
ず
事
前
に
相
談
し
て
く
だ

さ
い
。

【
必
要
書
類
等
】

●
墓
地
を
つ
く
る
と
き

　

①
墓
地
経
営
許
可
申
請
書

　

② 

付
近
の
状
況
を
明
ら
か
に
し

た
図
面

　

③
土
地
登
記
簿
の
謄
本

　

④
丈
量
図
ま
た
は
地
積
測
量
図

　

⑤
公
図
の
写
し

●
改
葬
の
と
き

　

① 

改
葬
許
可
申
請
書

　

② 

新
墓
地
の
使
用
許
可
証
な
ど

（
コ
ピ
ー
可
）

※ 

各
申
請
書
様
式
は
、
環
境
衛
生

課
窓
口
に
あ
る
ほ
か
、
市
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド

で
き
ま
す
。

※ 

右
記
以
外
の
書
類
が
必
要
な
場

合
が
あ
り
ま
す
。
詳
し
く
は
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問   

市
環
境
衛
生
課

　

  

☎
31
・
0
2
0
1

　

林
業
退
職
金
共
済（
林
退
共
）制

度
は
、
中
小
企
業
退
職
金
共
済
法

に
基
づ
き
、
林
業
界
で
働
く
方
の

た
め
に
設
立
さ
れ
た
退
職
金
制
度

で
す
。

　

こ
の
制
度
は
、
事
業
主
の
方
々

が
、
従
事
者
の
働
い
た
日
数
に
応

じ
て
掛
金
と
な
る
共
済
証
紙
を
共

済
手
帳
に
貼
り
、
そ
の
従
事
者
が

林
業
界
で
働
く
こ
と
を
や
め
た
と

き
に
林
退
共
か
ら
退
職
金
を
支
払

う
、
い
わ
ば
林
業
界
全
体
で
の
退

職
金
制
度
で
す
。

○ 

掛
金
は
税
法
上
、
法
人
で
は
損

金
、
個
人
企
業
で
は
必
要
経
費

と
な
り
ま
す
。

○ 

掛
金
の
一
部
を
国
が
免
除
し
ま

す
。

○ 
雇
用
事
業
主
が
変
わ
っ
て
も
、

退
職
金
は
企
業
間
を
通
算
し
て

計
算
さ
れ
ま
す
。

※ 

詳
し
く
は
林
退
共
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

h
ttp

s://w
w

w
.rin

taikyo
.

taisyokukin.go.jp/

問   

独
立
行
政
法
人
勤
労
者
退
職

金
共
済
機
構　

林
業
退
職
金
共

済
事
業
本
部　

☎
03
・
6
7
3
1
・
2
8
8
9

03
・
6
7
3
1
・
2
8
9
0

林
業
退
職
金
共
済
制
度

（
林
退
共
）へ
加
入
し
ま
せ
ん
か

　

県
内
の
イ
ベ
ン
ト
情
報
な
ど
を

随
時
配
信
し
て
い
ま
す
！

 　

益
田
市
公
式
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
と
あ

わ
せ
て
お
友
だ
ち
に
な
っ
て
く
だ

さ
い
。

問   

島
根
県
政
策
企
画
局　

広
聴

広
報
課

　

☎
0
8
5
2
・
22
・
6
2
8
9

島
根
県
公
式
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ

　
　

お
友
だ
ち
募
集
中
！

まずは
受信設定！

益田市 LINE 公式アカウント
友だち追加は

こちら！

「受信設定」で欲しい情報を
選択して受け取れます！
【選択できる分野】
◦防災情報（安全安心メール）
◦子育て
◦健康・福祉
◦イベント・観光
◦文化・スポーツ
◦市からのお知らせ　　　　　　　　　　　　　　　　　

問   市政策企画課　☎ 31-0112

広
告
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令
和
７
年
度
に
小
学
校
ま
た
は

中
学
校
等
に
入
学
す
る
児
童
を
養

育
し
て
い
る
ひ
と
り
親
等
（
両
親

の
い
な
い
児
童
を
養
育
し
て
い
る

方
、
配
偶
者
が
精
神
ま
た
は
身
体

の
障
が
い
に
よ
り
長
期
に
わ
た
っ

て
働
く
こ
と
の
で
き
な
い
方
な
ど

も
含
み
ま
す
）
の
方
へ
、
入
学
時

の
負
担
軽
減
を
目
的
に
入
学
支
度

金
を
支
給
し
ま
す
。
申
請
期
間
内

ひ
と
り
親
等
児
童
入
学
支
度

金
の
申
請

益
田
市
都
市
計
画
審
議
会

委
員

募
　
集

再
就
職
支
援
セ
ミ
ナ
ー

に
必
要
な
書
類
を
添
え
て
申
請
し

て
く
だ
さ
い
。（
郵
送
可
）

支 

給
金
額　

小
学
校
ま
た
は
中
学

校
等
に
入
学
す
る
児
童
1
人
に

つ
き
５
、０
０
０
円

申 

請
期
間

　

2
月
3
日
㈪
～
３
月
31
日
㈪

※ 

生
活
保
護
世
帯
（
教
育
扶
助
受

給
）
ま
た
は
事
実
婚
の
状
態
に

あ
る
方
は
該
当
し
ま
せ
ん
。

※ 
申
請
書
は
各
申
請
窓
口
に
あ
る

ほ
か
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら

ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

【
申
請
・
問
い
合
わ
せ
先
】

　

市
子
ど
も
福
祉
課

　
（
駅
前
ビ
ル
E
A
G
A
1
階
）

　
　

☎
31
・
0
2
4
3

　

市
美
都
地
域
総
務
課

　
　

☎
52
・
２
３
１
2

　

市
匹
見
地
域
総
務
課

　
　

☎
56
・
０
３
０
2

　

市
の
都
市
計
画
決
定
や
都
市
計

画
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
審
議

す
る
、
益
田
市
都
市
計
画
審
議
会

の
委
員
を
募
集
し
ま
す
。

募
集
人
員　

３
名

募
集
期
間

　

２
月
３
日
㈪
～
19
日
㈬ 

※
必
着

応
募
資
格

　

次
の
全
て
の
要
件
を
満
た
す
方

・�

市
内
に
住
所
を
有
し
、
令
和
７

年
４
月
１
日
現
在
で
18
歳
以
上

で
あ
る
こ
と

・  

都
市
計
画
に
関
心
が
あ
る
こ
と

・�

必
要
に
応
じ
て
開
催
す
る
審
議

会
に
出
席
で
き
る
こ
と

任
期　

令
和
７
年
４
月
21
日
～

　

令
和
９
年
４
月
20
日

応 

募
方
法　
「
都
市
計
画
意
見
書
」

を
郵
送
ま
た
は
窓
口
持
参
に
よ

島根県最低賃金改定
島根県内の事業場で働く皆さんの最低賃金が改定されました。

件　　　名 時間額 引上額 発効日

島 根 県 最 低 賃 金 962円 58円 令和6年10月12日

特
定
最
低
賃
金

製鋼・製鋼圧延業、鉄素形材製造業 1,092円 58円 令和6年11月28日

はん用機械器具、生産用機械器具、

業務用機械器具製造業
1,068円 58円 令和6年12月5日

電子部品・デバイス・電子回路、電
気機械器具、情報通信機械器具製
造業

987円 58円 令和6年12月27日

自動車・同附属品製造業 1,028円 58円 令和6年11月30日

百貨店 , 総合スーパー
次回の改定が行われるまで、令和 6
年10月12日からは、島根県最低賃
金 962 円が適用されます。

自動車（新車）小売業 1,000円 40円 令和6年12月5日

業種分類は日本標準産業分類（令和 5 年 7 月改定）に基づいたものである。

問   島根労働局賃金室　☎ 0852-31-1158

　

り
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

※ 

「
都
市
計
画
意
見
書
」
と
は
、

都
市
計
画
に
関
す
る
意
見
を

1
2
0
0
字
以
内
に
ま
と
め

た
も
の
で
、
見
出
し
に
「
都
市

計
画
意
見
書
」
と
明
記
し
て
く

だ
さ
い
。
必
ず
、
住
所
・
氏
名
・

年
齢
・
連
絡
先
（
自
宅
・
携
帯

ま
た
は
勤
務
先
）
を
記
入
し
て

く
だ
さ
い
。

そ
の
他

・ 

委
員
の
選
考
は
、
益
田
市
都
市

計
画
審
議
会
公
募
委
員
選
考
委

員
会
に
お
い
て
行
い
ま
す
。

・�

応
募
に
際
し
、
提
出
い
た
だ
い

た
書
類
は
お
返
し
で
き
ま
せ
ん

の
で
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

【
提
出
・
問
い
合
わ
せ
先
】

〒
６
９
８
８
６
５
０

常
盤
町
１
１　

益
田
市
役
所　

都
市
整
備
課

☎
31
・
0
3
5
2

　

就
職
し
た
い
が
ノ
ウ
ハ
ウ
が
な

い
な
ど
、
就
職
活
動
で
お
困
り
の

方
は
ぜ
ひ
ご
参
加
く
だ
さ
い
。
セ

ミ
ナ
ー
終
了
後
、
個
別
相
談
も
行

い
ま
す
。

日   

2
月
20
日
㈭

　

   

14
：
00
～
16
：
00

場    

い
わ
み
ー
る　

４
０
3
研
修
室

　

  （
浜
田
市
野
原
町
）

�

・ 

第 

1
講
座　

就
職
活
動
の
進
め
方

�

・ 

第 

2
講
座　

応
募
書
類
（
履
歴
書

等
）
の
書
き
方

�

・ 

第
3
講
座　

面
接
対
策
等

講
師　

中
尾 

則
子 

氏

　
（ 

キ
ャ
リ
ア
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ

技
能
士
2
級
・
国
家
資
格
キ
ャ

リ
ア
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
）

定
員　

15
名

参
加
料　

無
料

※
事
前
の
申
込
み
が
必
要
で
す
。

申  
問  

ミ
ド
ル
・
シ
ニ
ア
仕
事
セ
ン

タ
ー
浜
田

　

  

☎
0
8
5
5
・
25
・
5
1
1
1

　

  

0
8
5
5
・
25
・
5
1
1
2

広
告



広報ますだ　令和 7　2025年　2月号  14

information
くらしの情報

◎書類がお手元に届いたら
　◦ 水稲生産実施計画書には令和 6 年産の内容が記載されています。

農業者氏名、住所、電話番号、水田の地名地番、面積、作物名、水稲品種名を確認してください。
　◦押印は不要です。
　＜内容に変更がある場合＞

記載内容を変更する場合は、同封の記入例を参考に記入してください。
　＜内容に変更がない場合＞

３枚目の本人様控えを切り離し、１枚目と２枚目を提出してください。
提出をもって「変更なし」と判断させていただきます。

◎提出方法　１枚目と２枚目を右記のいずれかに提出してください。
　　　　　　※ 郵送で提出する場合は、封筒に必要な金額分の切手を貼っ

て提出してください。
◎提出期限　2月19日㈬

【問い合わせ先】　益田市農業再生協議会事務局（市農林水産課内）☎ 31-0316

 〈提出先〉
・益田市役所農林水産課
・美都分庁舎美都地域総務課
・匹見分庁舎匹見地域総務課
・NOSAI 島根石西支所
・ JAしまね西いわみ地区本部営農経済部
   ※ お近くの JA 支店においても受付けます｡
・各公民館

　水稲生産実施計画書は、水田を所有、管理、耕作する全ての方が、その年の水稲や転作
作物の作付、水田の管理計画（休耕、自己保全管理等）を届け出ていただく書類です。
　水稲生産実施計画書は２月上旬に農業者の方に対し個別に郵送します。

令和 7 年産水稲生産実施計画書（兼水稲共済変更届出書）

空
き
住
宅
・
家
賃

　
　
　
　
　
　
（
12
月
12
日
現
在
）

①
須
子
住
宅
（
3
Ｌ
Ｄ
Ｋ
）

　

…
…
…
…
… 

5
8
、7
0
0
円

②
諏
訪
住
宅
（
3
Ｌ
Ｄ
Ｋ
）

　

…
…
…
…
… 

4
5
、0
0
0
円

空
き
住
宅
・
家
賃

　
　
　
　
　
　
（
12
月
12
日
現
在
）

①
山
根
下
住
宅
（
2
Ｄ
Ｋ
）

　

…
…
…
…
… 

2
5
、0
0
0
円

②
梨
の
木
ハ
イ
ツ
（
1
L
Ｄ
Ｋ
）

　

…
…
…
…
… 

2
1
、0
0
0
円

　
（
オ
ー
ル
電
化
、
エ
ア
コ
ン
付
）

空
き
住
宅
・
家
賃

　
　
　
　
　
　
（
12
月
12
日
現
在
）

①
コ
ー
ポ
お
か
も
と
（
1
L
Ｄ
Ｋ
）

　

…
…
…
…
… 

2
5
、0
0
0
円

　
（
エ
ア
コ
ン
付
）

②
コ
ー
ポ
の
い
れ
（
1
L
Ｄ
Ｋ
）

　

…
…
…
…
… 

2
5
、0
0
0
円

（
エ
ア
コ
ン
付
）

※
別
途

◎
外
灯
・
共
同
水
栓
等
の
共
益
費

◎
浄
化
槽
管
理
費

住
宅
入
居
者

特
定
公
共
賃
貸
住
宅

◎ 

Ｔ
Ｖ
共
同
受
信
費
（
須
子
住
宅
）

※ 

諏
訪
・
山
根
下
・
梨
の
木
ハ
イ

ツ
・
コ
ー
ポ
お
か
も
と
・
コ
ー

ポ
の
い
れ
住
宅
は
ケ
ー
ブ
ル
テ

レ
ビ
へ
の
加
入
が
必
要
で
す
。

◎ 

駐
車
場
使
用
料
（
須
子
住
宅
、

梨
の
木
ハ
イ
ツ
）

申  

込
期
間

随
時
入
居
申
込
み
、順
番
待
ち
登

録
を
受
付
け
ま
す
。

そ 

の
他　

申
込
資
格
等
、
詳
し
く

は
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

申  
問 

島
根
県
住
宅
供
給
公
社

益
田
住
宅
管
理
事
務
所

　

☎
31
・
1
5
3
0

　
　

  

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
▼

出
品
資
格　

一
般
・
中
高
生

種 

目　

洋
画
、
日
本
画
、
版
画
、

　
　
　

デ
ザ
イ
ン
、
工
芸
、
彫
刻
、

　
　
　

イ
ン
ス
タ
レ
ー
シ
ョ
ン

搬
入　

3
月
11
日
㈫

　
　
　

15
：
30
～
18
：
00

※ 

委
託
搬
入
あ
り
。
詳
し
く
は
、

三
潮
画
材
（
☎
22
・
3
3
8
8
）

ま
で
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

会
期　

3
月
13
日
㈭
～
16
日
㈰

場   

県
立
石
見
美
術
館 

展
示
室
D

（
島
根
県
芸
術
文
化
セ
ン
タ
ー

「
グ
ラ
ン
ト
ワ
」
内
）

定
住
住
宅

島
根
県
定
住
促
進
住
宅

相
談
・
催
し

税
理
士
会
に
よ
る
相
続
税
・

贈
与
税
の
無
料
相
談
会

第
40
回 

益
田
市
美
術
展
作
品

出
品
料　

一
般 

… 

2
、5
0
0
円

　
　
　
　

中
高
生 

… 

無
料

※ 

詳
し
く
は
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
。

問   

益
田
市
美
術
展
事
務
局

☎
0
9
0
・
9
4
1
5
・
9
2
2
3

（
松
田
）

　

中
国
税
理
士
会
益
田
支
部
で

は
、税
理
士
記
念
日
（
2
月
23
日
）

行
事
と
し
て
、「
相
続
税
・
贈
与
税

の
無
料
相
談
会
」
を
次
の
と
お
り

開
催
し
ま
す
。
お
気
軽
に
ご
相
談

く
だ
さ
い
。

日   

2
月
15
日
㈯

　
  

10
：
00
～
16
：
00

場   
益
田
商
工
会
議
所

　

  
１
階　

大
ホ
ー
ル 

相 

談
員  
中
国
税
理
士
会
益
田
支

部
所
属
税
理
士

問   

中
国
税
理
士
会
益
田
支
部

　

  （ 

品
川
昭
夫
税
理
士
事
務
所
） 

　

  

☎
25
・
1
5
6
5
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information
くらしの情報

労
働
相
談
会

独
身
男
女
の
縁
結
び

 
今
月
の
開
催

益
田
養
護
学
校
作
業
製
品
販
売
会

「
ま
す
よ
う
DE

　
　
　
　
か
っ
ち
ゃ
ん
祭
」

住居番号が隣家と同じでお困りの方へ
　市では、住居表示に関する法律に基づき、一部の区域で住所を「○○町（丁目）○番○号」と表示する住居表示制度
を実施していますが、土地建物の形状等によっては同一の「住居番号」となってしまう場合がありました。
　このような住所の重複を解消することを目的に、住居表示を実施している地区において、土地建物の形状等によっ
て同一の住居番号となる場合は、申出により住居番号に枝番号を付けることができるようになります。

●対象者　住居表示実施地区の方で、重複住所でお困りの方　　●申出の受付開始　2月3日㈪から

住居表示実施地区 …  有明町、幸町、本町、土井町、七尾町、染羽町、東町、三宅町、昭和町、水分町、
常盤町、元町、駅前町、赤城町、栄町、須子町（一部）、高津一丁目～八丁目

A AB B
B が枝番対応を

申出

常盤町1番1号 常盤町1番1号常盤町1番1号 常盤町1番1-1号

※枝番号は市が決定

（例）AとBの「住居番号」が同一（常盤町1番1号）の場合で、Bが枝番対応の申出をした場合

〈ご注意ください〉
枝番号を設定すると住民登録の異動が発生します。このため、不動産登記の変更や運転免許証の住所変更などのさまざまな
手続が必要になります。これらの手続は、ご自身で行う必要があり、手続にかかる費用についてもご自身の負担となります。

【問い合わせ先】　市市民課　☎ 31-0224

【今
こんげつ
月の手

しゅわ
話】スキー

 「手
し ゅ わ

話」をやってみよう！
I LOVE YOU

両
りょうて

手の人
ひとさ

差し指
ゆび

を伸
の

ばし（スキーの板
いた

をイメージする）

両
りょうて

手を同
どうじ

時に前
まえ

に出
だ

す。

【問
と

い合
あ

わせ先
さき

】 市
し

障
しょう

がい者
しゃ

福
ふ く し か

祉課  ☎ 31-0251  31-8120

　
「
パ
ワ
ハ
ラ
」「
突
然
の
解
雇
」

「
残
業
代
が
支
払
わ
れ
な
い
」「
勤

務
態
度
に
問
題
の
あ
る
社
員
に

困
っ
て
い
る
」
な
ど
、
職
場
で
の

困
り
ご
と
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。

　

ひ
と
り
で
悩
ま
ず
、
ま
ず
は
専

門
家
に
相
談
し
て
み
ま
せ
ん
か
。

秘
密
は
厳
守
し
ま
す
。

日   

2
月
16
日
㈰

　  

10
：
00
～
15
：
00

場   

島
根
県
益
田
合
同
庁
舎

料
金　

無
料

相 

談
員　

弁
護
士
、
労
働
組
合
役

員
、
会
社
経
営
者
な
ど

対 

象　

労
働
者
、
事
業
主
ど
ち
ら

の
相
談
も
受
付
け
ま
す
。
パ
ー

ト
や
ア
ル
バ
イ
ト
に
つ
い
て
の

相
談
も
受
付
け
ま
す
。

申
込
締
切

　

２
月
10
日
㈪

　

    

詳
し
く
は
こ
ち
ら
▼

申  

問  

島
根
県
労
働
委
員
会
事
務
局

　

☎
0
8
5
2
・
22
・
5
4
5
0

　

益
田
養
護
学
校
高
等
部
の
生
徒

た
ち
が
、
作
業
学
習
で
製
作
し

た
製
品
（
ト
マ
ト
ケ
チ
ャ
ッ
プ
、

ジ
ャ
ム
、
パ
ウ
ン
ド
ケ
ー
キ
、

ク
ッ
キ
ー
、
花
の
苗
、
野
菜
、
木

工
製
品
、
や
き
も
の
、
さ
を
り
織

り
な
ど
の
手
工
芸
品
）
を
販
売
し

ま
す
。

日   

2
月
15
日
㈯

　

   

10
：
00
～
14
：
00

場    

ゆ
め
タ
ウ
ン
益
田　

１
階

　
   

ゆ
め
広
場

問   
県
立
益
田
養
護
学
校

　

  （
担
当
：
三
宅
・
柏
木
）

　

  

☎
31
・
5
1
1
1

　

は
ぴ
こ
交
流
サ
ロ
ン
益
田
会
場

で
は
、
毎
月
第
2
土
曜
日
に
独
身

男
女
の
結
婚
相
談
を
行
な
っ
て
い

ま
す
。
縁
結
び
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
が

無
料
で
紹
介
や
婚
活
イ
ベ
ン
ト
な

ど
の
情
報
提
供
を
行
い
、
あ
な
た

の
素
敵
な
出
会
い
を
お
手
伝
い
し

ま
す
。

♥
今
月
の
開
催
日
時

日  

2
月
8
日
㈯

　

・
昼
の
部  

10
：
00
～
12
：
00

　

・
夜
の
部  

19
：
00
～
20
：
00

場   

市
立
保
健
セ
ン
タ
ー
２
階

  　

 

多
目
的
室

  　

 （
駅
前
ビ
ル
E
A
G
A
内
）

申  
問  

島
根
県
公
認
団
体  

益

田
・
吉
賀
・
津
和
野
は
ぴ
こ
会

　
（
事
務
局
：
金
本
）

☎
0
9
0
・
7
5
4
2
・
7
5
5
4

※ 

相
談
は
、
予
約
の
方
を
優
先
さ

せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。


